
平
成
二
十
一
年
農
林
水
産
省
・
環
境
省
令
第
二
号

愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
八
十
三
号
）
第
六
条
第
一
号
、
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
並
び
に
第
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、

愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
対
す
る
販
売
以
外
の
授
与
に
準
ず
る
も
の
）

第
一
条
　
愛
が
ん
動
物
用
飼
料
の
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
号
の
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
授
与
は
、
特
定
の
者
に
対
す
る
授
与
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
の
要
件
を
満
た

す
も
の
と
す
る
。

一
　
当
該
授
与
に
係
る
愛
玩
動
物
用
飼
料
が
販
売
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
当
該
授
与
に
係
る
愛
玩
動
物
用
飼
料
が
不
特
定
又
は
多
数
の
者
に
販
売
以
外
の
方
法
に
よ
り
授
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
製
造
業
者
等
の
届
出
）

第
二
条
　
法
第
九
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
を
農
林
水
産
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
届
出
義
務
の
適
用
除
外
）

第
三
条
　
法
第
九
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
者
は
、
販
売
（
法
第
六
条
第
一
号
に
規
定
す
る
販
売
を
い
う
。
）
を
目
的
と
し
な
い
製
造
を
業
と
す
る
製
造
業
者
又
は
輸
入
を
業
と
す
る
輸
入
業
者
と
す
る
。

（
製
造
業
者
等
の
届
出
事
項
）

第
四
条
　
法
第
九
条
第
一
項
第
四
号
の
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
製
造
又
は
輸
入
に
係
る
愛
玩
動
物
用
飼
料
が
使
用
さ
れ
る
愛
玩
動
物
の
種
類

二
　
当
該
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
製
造
又
は
輸
入
の
開
始
年
月
日

三
　
輸
出
用
と
し
て
製
造
又
は
輸
入
す
る
愛
玩
動
物
用
飼
料
に
つ
い
て
は
、
そ
の
旨

（
製
造
業
者
等
の
帳
簿
の
記
載
事
項
等
）

第
五
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
製
造
年
月
日
又
は
輸
入
年
月
日

二
　
製
造
業
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
製
造
に
用
い
た
原
材
料
の
名
称
及
び
数
量

ロ
　
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
製
造
に
用
い
た
原
材
料
が
譲
り
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
譲
受
け
の
年
月
日
及
び
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称

三
　
輸
入
業
者
に
あ
っ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ
　
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
輸
入
先
国
名
及
び
輸
入
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称

ロ
　
輸
入
し
た
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
荷
姿

ハ
　
輸
入
し
た
愛
玩
動
物
用
飼
料
が
製
造
さ
れ
た
国
名
及
び
製
造
業
者
の
氏
名
又
は
名
称
並
び
に
原
材
料
の
名
称

２
　
法
第
十
条
第
二
項
の
農
林
水
産
省
令
・
環
境
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一
　
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
譲
渡
し
の
年
月
日

二
　
譲
り
渡
し
た
愛
玩
動
物
用
飼
料
の
荷
姿

３
　
法
第
十
条
に
規
定
す
る
帳
簿
は
、
当
該
帳
簿
に
最
終
の
記
載
を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
）

第
六
条
　
法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
。

附
　
則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
〇
年
三
月
一
日
農
林
水
産
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
日
農
林
水
産
省
・
環
境
省
令
第
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
四
月
三
〇
日
農
林
水
産
省
・
環
境
省
令
第
三
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
合
理
的
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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様
式
第
１
（
第
２
条
関
係
）
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様
式
第
２
（
第
６
条
関
係
）
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